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ま え が き 
 

 

本報告書は、平成 17年度に国土交通省総合政策局建設業課建設市場アクセス推進室より、

財団法人建設経済研究所が委託を受けて実施した建設情報収集等管理調査の結果を取りま

とめたものである。 

 

今回の調査の目的は、経済連携協定等の交渉に備え、建設分野における情報収集の一環

として、対象国の建設業及び政府調達制度等に関する法制度について調査するものである。 

 

この報告書が今後の交渉に際し、検討の一助となれば幸いである。 

 

なお、本調査に際しては国土交通省総合政策局国際建設経済室をはじめとして、現地日

本大使館、現地で活躍される日系企業の皆様に多大なご支援、ご協力を賜った。報告書を

取りまとめるにあたって、心から感謝の意を述べさせて頂きたい。 
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1. マレーシアにおける建設業の許可、登録制度の状況について 

 

マレーシアは他のアセアン地域同様、建設業に関して自国の重要産業の一つとして位置付

けており、国内業者の育成や保護を行う観点から制度設計を行っている。政府が 1971 年に

発表した「ブミプトラ政策」と呼ばれる国内産業保護政策である。例をあげるならば、建

設業登録制度については外資制限があり、自国資本の比率が大きくなると優位になるよう

に規定される、というものである。外国企業が受注可能な建設事業の範囲は、政府発注事

業については、何らかの制限が規定される。ODA 事業で資金融資先から国際入札を条件と

されている案件や自国の建設業者には遂行できない案件、あるいは金額規模で大規模案件

のみを外国企業に開放している。民間発注事業においても、外国企業の受注機会は制限さ

れており、現地法人設立についても外資制限などがある。具体的に建設業関連では、外国

法人と認定されると、公共工事・民間工事に関わらず、プロジェクトの入札ごとに建設業

登録を行わねばならず、その時に登録料を支払う必要が生じる。公共工事の入札に関して

は、外国法人の場合は、外資比率でさらに制限があり、外資 100％の場合には元請として参

加できない制度となっている。 
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2. マレーシアにおける日系建設会社の現況 

 

このように、マレーシア政府の民族資本国内業者保護政策により、実質的に ODA 案件以外

の公共工事に元請で参加する機会がないこと、それに加えて日系製造会社の建設工事も、

近年は日系製造業がマレーシア工場を閉鎖し、より労賃の安い他のアジア諸国への工場移

転が潮流となっており、日系製造業の案件については、日系建設会社も縮小という段階に

なっている。現在のマレーシア政府の政策の変更がない限り、この傾向は今後も続くと思

われる。 

現在、日本の建設企業がマレーシアで行っているプロジェクト数、金額などの概要は次の

とおり（2006 年 3 月現在、単位百万リンギット） 

企業名 合計 建築 土木 邦人数 

大成建設 (5)  2,832,000 (3)  1,893,000 (2)  939,000 24 

清水建設 (9)  1,199,050 (8)   739,050 (1)  460,000 30 

鹿島建設 (6)   601,900 (5)   128,900 (1)  473,000 18 

大林組 (3)   280,900 (3)   280,900 (0)  1 

ナカノフドー建設 (6)   190,095 (6)   190,095 (0)  2 

間組 (3)   151,500 (2)     2,000 (1)  149,500 10 

竹中工務店 (5)    76,280 (5)    76,280 (0)  4 

西松建設 (2)    12,200 (2)    12,200 (0)  6 

佐藤工業 (2)     6,000 (1)     4,000 (1)    2,000  7 

熊谷組 (0) (0) (0)  2 

合計 (41) 5,349,925 (35) 3,326,425 (6) 2,023,500 104 

(  )内はプロジェクト数。 

合計 41 プロジェクト 5,349,925 百万リンギット 

建築 35 プロジェクト 3,326,425 百万リンギット（62.2%） 

土木   6 プロジェクト 2,023,500 百万リンギット（37.8%） 

 

日本企業の請負っている主なプロジェクトについて、名称、事業種類、請負企業、金額を

下に示す。日本国際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation、JBIC）の扱う

政府開発援助（ODA）による円借款を利用したものが多いが、純粋な民間によるプロジェ

クトも行われている。 
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1) Jima Power Station （注）1  民間 大成建設 1,500 百万 RM 

2) University Malaysia Sarawak  円借款 大成建設 750.2 百万 RM 

3) Sewage Treatment Plant Ph. 2, Pack 3 円借款 鹿島建設 473.0 百万 RM 

4) Sewage Treatment Plant Ph. 1, Pack 1 円借款 清水建設 460.0 百万 RM 

5) Sewage Treatment Plant Ph. 2, Pack 2 円借款 大成建設 439.0 百万 RM 

6) Megamall Ph. 2   民間 清水建設 287.0 百万 RM 

7) CIBA Vision – new factory  民間 ナカノ（注）2 155.0 百万 RM 

8) Kiarama Ayuria Condo, Ph. 3  民間 清水建設 150.0 百万 RM 

9) Lembaga Air Perak (Kinta Dam) 州 間組  149.5 百万 RM 

10) One KLCC Condo   民間 清水建設 145.0 百万 RM 

11) Tuanku Jaafar Power Station, Ph. 2 円借款 大成建設 143.0 百万 RM 

12) GEL (M) Residential Development 民間 大林組  130.0 百万 RM 

13) Federal Hill Mixed Development 民間 大林組  114.5 百万 RM 
（注）1 Independent Power Producer（電力会社以外の民間事業者による）発電事業 

（注）2 ㈱ナカノフドー建設の現地法人 
 

日本企業の請負う建設プロジェクト金額の総額は、下に示すとおり、2005 年 1 月までは

2,000,000 百万リンギット前後で推移していたが、2005 年 9 月以降、ODA 案件等により、

急増している状況である。 

年月 合計 建築 土木 

2006 年 3 月 5,349,925 3,326,425 2,023,500 

2005 年 9 月 4,279,990 3,633,917 646,073 

2005 年 1 月 2,006,056 1,259,971 736,085 

2004 年 9 月 1,854,517 1,232,852 721,665 

2004 年 5 月 1,940,458 1,214,253 726,205 

2004 年 1 月 2,189,522 1,364,882 824,840 

2003 年 9 月 1,977,105 1,673,560 303,547 

2003 年 7 月 2,125,552 1,757,720 367,832 

2003 年 1 月 1,903,846 1,597,496 306,350 

2002 年 9 月 1,960,538 1,728,828 233,680 

2002 年 6 月 1,220,447 944.467 275,900 
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3. 外国の建設企業に対する法的位置付け及び前提 

 

マレーシアにおける建設業はすべてマレーシア国工業省の下部機関である独立した運営機

関、CIDB（Construction Industry Development Board Malaysia、マレーシア建設産業開

発局）の管理のもとに置かれている。CIDB は法令 CIDB Act 520（建設業に関する職務及

びそれらに関する事項を規定する法律）に基づいて、建設業の管理を行う独立機関である。

運営資金も政府から独立しており、50 万 RM を超える工事契約がある場合に、受注業者か

ら徴収する契約額の 0.25％の賦課金で運営されている。 

 

また、建設関連産業に関しては WTO のサービス貿易一般協定（GATS）で規定されている

分野であり、マレーシア国内に設立する法人（注）は FIC（Foreign Investment Committee、

外国投資委員会）のガイドラインにより外資が 30%以下の場合「国内法人」として資格を

得ることで、「内国民」としての待遇が与えられる。 

 

（注）支店、駐在事務所、現地法人の設立について 

会社法（Companies Act 1965、ACT 125）により、マレーシアで事業を行

う際は、CCM（Companies Commission of Malaysia、登録庁）への会社

登録が必要である。 

 

一方、外資 30%を超える場合は「外国法人」と分類され内国民待遇は得られない。外資法

人は CIDB Act 520 の規定にあるようにプロジェクト単位での建設業登録が要求され、入札

前に暫定登録（provisional registration）が必要で受注確定後に改めて正式な登録を申請し

なければならない。 

 

法令（CIDB ACT 520 － Part VI）によりすべての建設業者は国内・外国法人を問わず、

建設工事を実施する際は CIDB（マレーシア建設産業開発局）へ登録しなければならない。

登録は外国企業登録と国内企業登録に大別され、外資 30％以上の企業は外国企業とされる。
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４．入札への参加 

 

国内企業の場合は登録が有効（キャンセルや延長がなければ最短 1 年、最長 3 年）である

ことを前提として、入札に参加できる。外国企業の場合はプロジェクトの入札毎に暫定登

録が必要であり、500RM の登録料が発生する。また受注確定後の本登録の際は 5000RM の

登録料が必要である。（暫定登録時に 500RM を支払っていれば、本登録時の差額分である

4500RM を支払う）また CIDB の登録は以下の表の通り 7 階級に分けられ、登録のグレー

ドにより受注可能案件の金額も分けられる。 

 

CIDB 登録等級と受注可能範囲 

クラス   受注可能範囲 

G1  プロジェクト規模 100,000RM まで 

G2  プロジェクト規模 200,000RM まで 

G3  プロジェクト規模 1,000,000RM まで 

G4  プロジェクト規模 3,000,000RM まで 

G5  プロジェクト規模 5,000,000RM まで 

G6  プロジェクト規模 10,000,000RM まで 

G7  プロジェクト規模制限なし 

 

国際入札、現地民間工事、現地政府調達工事の受注について 

 

① 国際入札 

円借款工事の場合、JBIC の入札ガイドラインの条件を満たせば、入札参加資格があるが、

CCM（注）への会社登録および CIDB への建設業登録が必要である。 

（注）CCM＝Companies Commission of Malaysia、登録庁 

マレーシアでの企業登録には CCM への届出が必要である。 

 

② 現地民間工事 

受注活動において制約条件はないがこの場合も CCM への会社登録および CIDB への建設

業登録が必要である。 

 

③ 現地政府調達工事 
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５．受注対象企業 

 

1998 年 1 月よりすべての政府調達工事に元請けとして参加するためには、CCM への会社

登録および CIDB への建設業許可だけでなく、現地資本およびブミプトラ（マレー人）の

出資割合に応じて取得する PKK（注）（Pusat Khidmat Kontraktor、建設サービスセンター）

ライセンス取得が要件となる。 

  

(注) PKK は総理府・実施調整機関（ICU）の監督の下で 1984 年 4 月に設立され

た。同センターは国・州レベルの建設請負工事（土木工事と電気工事）の中央

登録組織および概要照会センターとして、公共事業部（PWD）の機能を引き継

いだものである。1988 年以降政府プロジェクトに参加できるのは PKK 登録業

者に限られている。 

 

PKK の登録要件は 

A. 現地資本 100% 

B. 外資 30%以下＋現地資本 70%でそのうちブミプトラ出資が 30%以上 

の場合であり、実際の入札には PKK 登録企業の中でもブミプトラ登録企業（注）に参加が

制限されている場合が多いことから、二重のハードルが存在する。 

 

(注) ブミプトラ登録企業：資本・理事会のメンバー・管理職・職員が少なくとも 51%

以上がブミプトラである企業、もしくは連邦政府・州政府が設立した政府機関。 

 

以上のことから、外資 100%である外国企業の支店は政府調達工事に元請として参加できな

い。 
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６．PKK ライセンス 

 

政府調達工事は PKK ライセンスが必要であるが、ブミプトラ登録企業に参加が限定された

案件の場合は、第 5 項 A の資格（現地資本 100％）では参加出来ず、同 B の資格（外資 30%

以下＋現地資本 70%でそのうちブミプトラ出資が 30%以上）登録企業のみに参加が限定さ

れる。また、PKK 登録には公共工事建設、電気建設の 2 分野がある。公共工事分野は A～

F の 6 クラス、電気分野はⅠ～Ⅵの 6 クラスに分かれており、クラス毎にプロジェクトの

受注可能規模やその営業範囲も分かれている。PKK ライセンス（公共工事）の格付け取得

に必要な最低資本金と受注可能範囲は以下の表（2002 年度改定）による。また PKK ライ

センスには登録業種が分かれており、資格を持たない業種には入札できない。 

 

PKK 登録のクラスと受注可能範囲（例、公共工事業者） 

（単位：リンギット） 

クラス 資本金の最低額 受注可能範囲（プロジェクト規模） 

A 600,001 10,000,000 以上 

B 400,001 5,000,001 から 10,000,000 まで 

C 100,001 2,000,001 から 5,000,000 まで 

D  35,001 500,001 から 2,000,000 まで 

E  17,501 200,001 から 500,000 まで 

F   5,001 200,000 まで 

 

許可業種 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

土木工事 

建築工事 

機械、給排水工事 

その他専門土木工事 

石切り、土壌供給と運送 

森林と土地開発 

通信工事 
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登録の一般条件 

 

1. 登録の有効期間は２年間 

2. クラス B 以上の登録には技術系役員の存在が必要 

3. クラス F の登録は 100%ブミプトラ企業 

 

営業エリア 

 

全国：クラス A,B,C およびブミプトラ資格を持つクラス D、E とクラス F 

登録所在州限定：クラス D、E 

登録している県あるいは連邦自治区内限定：クラス F のみ 
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７．ブミプトラ政策の概要 

 

19 世紀、当時のマラヤはペナンやマラッカなどを中心にイギリスの植民地支配を受け、ゴ

ム園やスズ鉱山の開発も盛んに行われていた。その植民地政策により中国人やインド人の

移入が促され、複合民族社会が形成されるきっかけとなった。 

第二次世界大戦後、マラヤは海峡植民地、連合州、非連合州をあわせてマラヤ連合（Malayan 

Union）とし、1948 年にマラヤ連邦（Federation of Malaya）を結成、1957 年、イギリス

からの独立を果たし、さらに 1963 年にはマラヤ連邦は、シンガポール、サバ、サラワクを

統合してマレーシアとして新国家を形成した。 

 

しかし、イギリスの行った分割統治（Divide and Rule）は、マレー系を農業、中国系を製

造業及び商業というように、長く民族ごとの棲み分けを強制してきたため、結果として、

産業別の生産性格差が民族別の所得格差につながり、元々土着の民族だったマレー系は、

特に中国系に対し経済的に大きく遅れをとることになった。 そのような状況の中、1969

年にマレー人と華人の人種衝突事件が起こる。 

 

その後 1971 年に、政府は「新経済政策（New Economic Policy）」を発表。特にマレー人

社会の貧困の追放と国内の人種間の格差是正を２大目標としたマレー系優先のブミプトラ

政策を 30 年間以上にわたり推進してきた。具体的には 

a. 企業の株式保有率をマレーシア資本 70％（ブミプトラ＜マレー人＞30％、非ブ

ミプトラ＜中国人、インド人＞40％）および外国資本 30％にする。 

b. 人種構成比率に合った雇用比率（ブミプトラ 40～50％、中国人 30％～40％、イ

ンド人 10％）を達成する。  

ことを目標としていた。 

 

1991 年には国家開発政策（National Development Policy）が策定され、以後 10 年間にわ

たる国家基本政策が示されたが、原則的には新経済政策にもられた２大目標を踏襲してい

た。2003 年 10 月マハティール首相が引退し、ブミプトラ政策はアブディラ首相に引き継

がれた。投資的側面からブミプトラ政策緩和の動きがあるものの、貧困撲滅成果が挙がら

なかった農村部においては、ブミプトラ政策が強化されるなど、マレーシアにおける事業

展開の際は、外国資本の株式保有率や現地職員の雇用人種比率には引き続き留意する必要

がある。 
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現在、国営電力会社テナガ社（Tenaga Nasional Berhad）やペトロナス国営石油会社

（Petroleum Nasional Berhad）では、取引はブミプトラ（マレー人）従業員を 30％抱え

た企業でなければならないなど、国策であるブミプトラ政策が大きく影響している。こう

したビジネス機会の制限は、建設業に限らない産業全体の問題であると思われる。 

 

そのような体制の下、マレーシアの金融危機後の経済発展は順調である。2004 年 3 月末に

行なわれた総選挙では、与党が圧勝したため、今後政権はさらに安定された状態となると

考えられる。マレーシアは、国連及び世銀の分類による主要国所得階層別分類でも中進国

とそのランクは高くなっており、このような国内企業保護政策の在り方が問われる事にな

ろう。 
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８．入札制度 

 

中央政府の公共調達は大蔵省の管轄に属するが、各省庁やその機関は、１９４９年政府契

約法による権限の委任を受け、自ら発注者となることができる。RM 50,000 以上の調達は、

原則として入札によらなければならず、その手続は、次の 3 種に分かれる。 

 

①公開入札･･･最も一般的であり、入札公示を国内 2 新聞に掲載する。 

②指名入札 

a. 特別な技術が必要であること 

b. 国防関連工事 

c. 緊急を要する工事 

の場合、指名入札を採用する場合が多い。指名入札は発注者によりリストアップされた業

者に入札書類を送付する。指名業者も入札の実施も大蔵省の承認と決定が必要である。ま

た大蔵省の承認以前に当該種類の作業を行う業者の能力等、業者の経歴も提出しなければ

ならない。事前審査も必要であれば行うことになっている。 

 

③随意契約･･･国家的に重要なプロジェクトのみに適用される。この調達を実施する前に大

蔵省の承認が必要である。選考基準は指名入札と同じ。 

 

それぞれの入札に関して、決定条件は最低金額だけでなく、技術的レベルや財務レベル等

が加味されるようである。また、PQ（Pre-qualification、事前入札参加資格審査）に落ち

ても理由の説明はない。発注者に説明の義務はなく、求められても回答する必要がないと

されており、透明性に問題がある。予定価格制度は設けられていない。 

 

外資 100%の企業が政府調達工事に参入したい場合、ブミプトラ登録企業の下請会社として

受注する方法が一つ考えられる。この場合、ブミプトラ企業の資質によっては下請けの立

場である外国企業が、確実な支払いを担保出来ないリスクも予想される。そのため、Extra 

Account、Special Account を設けることによって、下請け企業である外国企業と元請けで

あるブミプトラ企業の契約金額を政府から直接受け取りリスク回避した例もある。 

 

また、公共事業の入札に関しては、2004 年 1 月 13 日にアブドラ首相が、汚職を防止する

ことを最大の目的として公開入札制度を導入することを宣言している。 
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９．工事、契約に関する制度 

 

建設業に関する法律としては、CIDB Act 520 が規定されており、工事に関連する主な法令

としては、Uniform Building By-law , Factory and Machinery Act, Environment Quality 

Act などがある。 

 

日本の建設業法のような法律は存在していない。これは契約書そのものに遵守項目が記載

してあるという考え方をとっているからである。 

 

地震のない土地柄のため、設計者にとっては自由な発想を形に出来る魅力ある場所のよう

である。日本企業については、支払いを確実に行うという点から、サブコンからの信頼も

高く、好まれているようである。 
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１０．税制について 

 

税制では主に源泉徴収税（with holding tax）、VAT（Value Added TAX、付加価値税）、個

人所得税の問題がある。2003 年 5 月より税率が変更（法人税対応 15％→10％、個人所得

税対応 5％→3％）となったが、これまで可能であった個人所得税の WAIVER が出来なく

なり、税額確定後に還付作業が必要になり、事務処理としては煩雑になった。また、マレ

ーシアは日本との間に二重課税防止条約を締結している。 

 

① 法人税････････居住、非居住を問わず一律に 28％。 

② 個人所得税････居住個人の場合、人的控除後の合計所得に 0％から 28％の累進税率で

課税される。 非居住個人の場合、一般にマレーシア国内での雇用が 60 日を越えない

場合は所得税が免除される。また、租税条約により、暦年 183 日以下の滞在で、その

職務がマレーシア非居住者のために提供され、マレーシア国内の恒久施設が所得を負

担しないことを条件にマレーシア国内での所得税が免除される。  

③ VAT･･････････正確に言えば、マレーシアでは付加価値税はない。販売税（5%）、サー

ビス税（10%）があるが単一段階課税であり、付加価値税とは異なる。 
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参考資料 

 

1. マレーシアでの建設工事現場事務所の課税について（JETRO 資料より抜粋） 

（問） 

マレーシアでプラント建設のため、両国に建設工事事務所を設置しますが、法人税課税に

ついてアドバイスをお願いします。 

 

答） 

(1) 企業が海外で事業を行う場合、その活動から生じる利益に対しては、当該国の税法に基

づき課税を受けるのが原則です。課税を受ける基準は、わが国が両国との間に租税条約

を締結していることから、「恒久的施設（P.E.=Permanent Establishment）」が有るか無

いかによって決まり、「P.E.なければ課税なし」の国際的ルールが適用されます。 

(2)「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とマレ

ーシア政府との間の協定マレーシアとの租税条約（第 5 条 3 項）」で、建設工事現場が 6

ヵ月以上存続すれば、P.E.を構成するとされています。P.E.と認定されれば、両国の税法

に基づき法人税が課税されることになります。 

(3) ちなみに、OECD モデル条約によって P.E.に含まれる事業形態を、「事業の管理の場所」、

「支店」、「事務所」、「工場」、「鉱山」、「作業所」、「契約締結の権限のある者の所在場所」、

「倉庫」などに加えて、12 ヵ月以上存続する建設現場としています。工事の期間が比較  

的短期間に終了すれば、P.E.とみなされませんが、長期にわたる工事の場合は、工事期  間

により P.E.となるか否かが判定されます。マレーシアでは、上記のように 6 ヵ月が基 準

ラインになっているわけです。 

 

2. 日系建設企業における現状から考えられる問題点 

1. 外国法人は CIDB の建設業許可の取得に関して、プロジェクトの入札毎に許可申

請が必要である。 

2. 契約金額の約 20％の源泉徴収税を徴収されるが、その還付が非常に困難である。 

3. 政府調達工事において PKK 登録が必要であるため、外資 100％の外国法人は単独

で政府調達工事受注が出来ない。したがってサブコンとして工事に参加している

のが実情であり、リスクの問題点がある。 
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4. FIC のガイドラインには強制力はないものの、ガイドラインの非遵守は外国人駐

在員のポストやワークパーミット発行等に問題が発生する。 

5. 税制の問題：担当事務所や担当者により税制の解釈に相違がある、現地政府にと

って都合の良い解釈をされる、一旦納税後に申請により還付されるＶＡＴなどの

免税分の還付に非常に時間が掛かるため、工事完成後も長期にわたり事務所を閉

鎖できない等 

6. 用地取得の問題：発注者の用地取得計画自体に問題がある、不法占拠者により工

事開始が妨害される等。 

7. 設計変更、クレームに関する問題：契約条件自体が発注者に一方的に有利な片務

契約の場合や、発注者側プロジェクトマネージャー（契約上の発注者側責任者）

に必要な権限がなく政府首脳による決定を待たされる、仲裁に持込まれた場合に

は、仲裁人が現地人で、公式言語が英語であるにも係らず現地語で話が進められ

る等。 

 

3. マレーシア日本国際工科大学 

マレーシアは、日本の建設会社が持つ技術力への関心が高く、中近東、アジア全域を含め

た市場で共同した事業展開を行うこと、また、日本でのマレーシア産の建設資材（セメン

ト、鉄鋼、タイルなど）が使用されることを求めている。技術交流という点では、日本と

マレーシアが共同で運営するマレーシア日本国際工科大学（MJIUT）がある。 

 

2004 年 6 月に、日本政府がマレーシア政府と共同でマレーシアに設立した大学。電子工学、

機械工学、国際経営学の 3 部門からなる。2005 年 12 月に開催の EAS で準備センターが立

ち上がったが、現在、まだ開校はされていない。 

 

日本から大学教員や企業の退職技術者らを派遣して、主として日本語で講義を行う。目的

は、東南アジア諸国連合（ASEAN）域内における自動車や電機など、製造業の人材育成の

拠点を作ることにある。 

 

定員は工学部の電子工学、機械工学が各 80 人、国際経営学部が 50 人の計 210 人。いずれ

大学院も設置し、12 年には 5000 人規模とする予定。 

 

日本との人的交流を深めて経済発展につなげたいというマレーシア側の要請で、当初は人
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的支援を中心にして、副学長や学部長、教員の半数にあたる10～20人を日本から派遣する。

中国との激しい経済競争を繰り広げている ASEAN 側は、日本の支援で技術力を向上させ

て、自国産業の競争力強化に繋げたい考え。外務省はこの計画を、これまでの道路やダム

など箱もの中心だった円借款をソフト分野に広げる ODA（政府開発援助）改革の一環とし

たいとしている。 

 

4. 日マレーシア経済連携交渉・建設分野の大筋合意について（国土交通省資料） 

平成 17 年 5 月 25 日、来日中のマレーシアのアブドラ首相と我が国の小泉首相は日マレー

シア経済連携協定締結について大筋合意したところ、建設分野における合意事項は概ね下

記のとおり。 

1. マレーシアにおける外国建設会社の登録手続の改善  

マレーシア建設産業開発庁（CIDB）における外国建設会社に対する案件毎の登録制度につ

いて、その手続の簡素・迅速化を図る。  

 

想定される具体的な取り組み 

○登録時の添付書類について、特段の変更がない限り、6 ヶ月間は同一添付書類の再提出は

不要とすること  

○同時期の同一プロジェクトであれば、複数契約であっても一括して登録できることとす

ること  

○登録手続について、ＩＴ技術の活用を図ること 

 

2. 建設分野における両国の協働関係の構築  

第三国における両国建設会社の協力の推進など、建設分野における両国の協働関係の構築

を図る。 

 

想定される具体的な取り組み 

中東や南西アジアなど第三国における、両国建設会社間のビジネス・マッチングの推進の

ための会議の開催など 

 

期待される効果 

マレーシアは、マレー系約 65%、中華系約 26%、インド系約 8%の多民族国家であり、イ
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スラム教国、産油国であることから、中東諸国やイスラム諸国、あるいは南西アジア諸国

等との関係が深い。こうした国々における両国建設会社による案件発掘、案件受注に期待。 
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